
※ 事前評価点が低い場合、採択を行わない課題もありえることに留意すること。  

（なお、ここでいう「がん」とは悪性新生物全体を指す。）  

研究費の規模：  

【一般公募型】1課題当たり  

分野1（か～⑧ 10，000千円～ 30，000千円程度（1年当たりの研究費）  

分野2  10，000千円～ 50，000干円程度（1年当たりの研究費）  

研究期間：1～3年  

新規採択予定課題数：【一般公募型】 9課題程度  

※ 原則として上記の研究課題数を採択するが、事前評価等の結果によっては採択を行わ  

ないことがある。  

＜公募研究課題＞  

【一般公募型】  

（分野1）主に政策分野に関する研究  

ア．専門的ながん医療従事者の育成やがん診療連携拠点病院の整備等に関する研究   

① がん診療連携拠点病院の地域連携機能サポートに関する研究   （22100101）  
がん診療連携拠点病院における、化学療法、外科、病理・画像等の診療支援、予防、支持  

療法等といった分野別の均てん化への方策について、人材育成、セカンドオピニオン、標準  

治療の普及、支持療法のガイドラインの策定と実践、県内外医療機関との連携、ネットワー   

ク化等をテーマに、地域連携機能をサポートするための研究課題であること。  

② がん診療連携拠点病院の地域連携機能評価に関する研究  （22100201）  
がん診療連携拠点病院に対してベンチマークレポートを還元し改善させることができる地  

域連携機能の評価を行うため、心理学、介護学、情報工学、ヘルスコミュニケーション、顧  

客満足度、政策研究の専門家等による研究班を組織し、実測可能な地域連携機能の評価のた  

めの指標を開発・実測する研究課題であること。  

イ．緩和ケア等によるがん患者のQOLの向上を目的とした医療体制の整備に関する研究   

③ がん患者の療養生活の質に生活習慣や社会的要因等が及ぼす影響に関する疫学的研究  

（22100601）  
検診の普及や治療法の改善等により、今後がんを抱えながら生活する者の数は増加するこ  

とが予想される。院内で実施される治療以外の、生活習慣や社会的要因等ががん患者の療養  

生活の質に及ぼす影響についてコホート研究等の疫学的調査を行い、患者や家族、医療関係  

者等に対してその成果について効果的に普及啓発を行う方法を検討する研究課題であること。  

④ 緩和ケアの質の評価に関する研究  （22100701）  
実施されている緩和ケアの質を評価するため、心理学、介護学、社会学、情報工学、栄養  

学、ヘルスコミュニケーション、顧客満足度、政策研究の専門家等による研究班を組織し、  

実測可能ながん性痔痛や緩和ケアの質の評価のための指標を開発するとともに、実際に実測  

し、今後のがん対策を推進していく上での資料となり得る成果を出せる研究課題であること。  

⑤ がん患者の緩和ケアの質を高める手法として芸術等との連携に関する研究  

▼’        t 示 ■・止   
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（22100901）  
緩和ケアに取り組む患者と家族の満足度を高めるための医療と美術、音楽、文学等の芸術  

について、医療を提供する医療関係者と、芸術教育関係者との連携を図る方策を検討するこ  

とを目的とするものであること。  
医療と芸術に関する有効性、効果等についてのこれまでの知見をとりまとめるとともに、  

方策の検討には、複数の芸術系大学・学部等の教育機関等の協力が得られていること。  

ウ．地域におけるがん対策の推進と患者支援を目的とした研究   

⑥ 個人勧奨等も含めた理想的ながん検診の地域モデル構築に関する研究  

（22101101）  
特定地域を対象に個人登録によるリスク群別の反復スクリーニングの成果を研究し、理想  

的な地域がん検診モデルの確立を目指した研究課題であること。  

⑦ 乳がんの再発リスクと患者負担を低減することに関する研究 （22101201）  

乳がん患者の再発リスクや治療効果などについて遺伝子レベルで解析するなどにより、抗  

がん剤の有効性を個別に判定し、不要な抗がん剤の投与を減らすことにより、患者の負担と  

医療経済的な負担を減らすことに資する研究課題であること。  

国際比較を行う等、日本における標準的な治療方法について研究し、その成果をまとめ、  

インターネット等で医療関係者だけでなく患者・家族等への情報提供に資する研究を行うこ  

と。  

エ．小児がん患者の医療体制の整備に関する研究   

⑧ 小児がん経験者の晩期合併症及び二次がんに関するフォローアップシステムの整備に関  

する研究  （22101301）  
小児がん経験者の晩期合併症及び二次がんに関して、リスク要因の研究、必要とされるフ  

ォローアップに関する研究、基礎データの収集を行い実態把握を行う。また、小児がんを発  

症から継続的にフォローアップし、情報還元が可能な双方向性のシステムとして、既存の地  

域がん登録の枠組みを利用したシステムを開発する研究課題であること。  

（分野2）主に診断・治療分野に関する研究   

○ 小児がんに対する標準治療等の確立のための研究  （22101901）  
種類、進行度を問わず、小児のがんに対する治療開発の研究を採択する。原則として、第  

Ⅲ相試験（ランダム化比較試験）の計画を優先的に採択するが、稀少な対象に対する非ラン  

ダム化試験の研究も許容する。また、若手研究者振興の観点から若手研究者を研究分担者と  

して加えた計画を優先的に採用する。  

＜研究計画書を作成する際の留意点＞   

研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。  

ア．平成21年度で終了する本研究事業の研究班に参加している研究者が今回の申請を行う場合   

は、同じ研究班で申請を行う場合に限り、研究班がこれまでに出した研究成果を明確に記し、   

それを踏まえた研究計画についても記載すること。また、当初計画していた達成目標を示した   

うえで、その達成度についても明示すること（様式自由）。  

イ．目標を明確にするため、研究計画書の「9．期待される成果」に、当該研究により期待され   

る科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記   

載すること。また、「10．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載すると   

ともに、実際の医療等への応用に至るエ程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した  
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資料を添付すること（様式自由）。  

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及び   

事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その渾成度（未達成の場合にはそ   

の理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得ることに   

留意すること。  

ウ．法律、各府省が定める省令・倫理指針等を遵守し、適切に研究を実施すること。  

エ．特に、研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等（Ⅱ応募に   

関する諸条件等（4）応募に当たっての留意事項オ．研究計画策定に当たっての研究倫理に関   

する留意点参照。）に規定する倫理審査委員会の承認が得られている（又はその見込みである）   

こと。各倫理指針等に基づき、あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の有無等について患者   

又は家族に説明又は情報公開等し、必要に応じて文書等により同意を得ていること。  

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的   

妥当性を確保する体制について添付し提出すること。  

オ．介入を行う臨床研究であって、侵襲性を有するものを実施する場合には、瞞床研究に関する   

倫理指針の規定に基づき、あらかじめ、登録された臨床研究計画の内容が公開されているデー   

タベースに当該研究に係る臨床研究計画を登録すること。なお、事業実績報告書の提出時に、   

登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付すること。  

3．生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業  

難治性疾患克服研究事業   

＜事業概要＞  

原因が不明で、根本的な治療法が確立しておらず、かつ後遺症を残すおそれが少なくない難  

治性疾患のうち、患者数が少なく研究の進みにくい疾患に対して、重点的・効率的に研究を行  

うことにより進行の阻止、機能回復・再生を目指した画期的な診断・治療法の開発を行い、患  

者のQO Lの向上を図ることを目的とする。   

＜新規課題採択方針＞  

難治性疾患の克服に向け、研究奨励分野においては、臨床調査研究分野＜別表1＞の範疇に  

は含まれていない、いわゆる難病について、実態を把握するための研究を行う。また全体とし  

て、他の研究資金を得ることがより困難と考えられる希少性の高い疾患を優先する。  

研究費の規模：1課題当たり  

（ア）  50，000干円（1年当たりの研究費）  

（イ）  15，000千円（1年当たりの研究費）  

研究期間：（ア）  3年  

（イ）  1年  

新規採択予定課題数：  

（ア）  1課題程度  

（イ）  20課題程度  

※ 原則として上記の研究課題数を採択するが、事前評価等の結果によっては採択を行わない  

ことがある。  

＜公募研究課題＞   

【一般公募型】  
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（ア）横断的基盤研究分野  

臨床調査研究や他の先端的厚生労働科学研究（ヒトゲノム・遺伝子治療研究等）による研  

究者との情報交換、技術的支援等の連携のもと、臨床調査研究分野の対象疾患に係る基盤的  

・基礎的な科学的根拠を集積・分析し、医療に役立てることを目的とする研究のうち、次に  

掲げるもの。  

○ 漢方等による難治性疾患治療に関する研究  （22140801）  
臨床調査研究分野の研究対象疾患は、「効果的な治療方法未確立」ということが大きな要  

件となっている。これまで、こうした難病に対して臓器別・疾患別の研究等が．行われてきた  

ところであるが、根本的な治療の確立には至っていない。  

近年再び漢方等を利用した医療の可能性が見直されていることを踏まえ、神経変性疾患や  

免疫疾患等の難治性疾患に対して、漢方等を利用した医療によって疾患の症状緩和・治療及  

び患者の00Lの改善の可能性を検討する研究とする。  

（イ）研究奨励分野  

臨床調査研究分野に含まれておらず、「希少性（おおむね5万人未満）・原因不明・効果  

的な治療方法未確立■生活面への長期にわたる支障」という4要素を満たす疾患（満たす可  

能性がある場合を含む）であり、臨床調査研究班等により組織的・体系的に研究が行われて  

こなかった疾患について、医療関係者等の関心を高め、患者や病態の実態把握等を目的とす  

る研究のうち、次に掲げるもの。  

なお、「がん」 「生活習慣病」「進行性筋ジストロフィー」「精神疾患」など、他の研究  

事業において組織的な研究の対象となっているものは対象としない。また、平成22年度厚  

生労働科学研究費補助金公募要項（公募期間：平成21年11月9日～12月17日）で採  

択した疾患＜別表2＞は対象としない。  

更に、対象疾患が、次の［疾患区分］のいずれの範疇に該当するかを、研究計画書「7・  

研究の概要」に該当する番号を必ず記入すること。  

［疾患区分］  

（1）肝臓疾患、（2）筋疾患、（3）血液・凝固系疾患、（4）血管奇形、（5）呼吸器系  

疾患、（6）耳鼻科疾患、（7）循環器系疾患、（8）消化器系疾患、（9）神経系疾患、  

（10）神経皮膚疾患、（11）整形外科疾患、（12）代謝疾患、（13）内分泌疾患、（14）  

皮膚疾患、（15）眼科疾患、（16）免疫系疾患、（17）奇形症候群、（18）その他  

① 疾病の診断基準等の作成のための奨励研究  （22140901）  
研究を行おうとする疾患の診療に携わる研究者等が研究班を組織し、1年以内に患者数等  

の疾患に関する基本的なデータの収集、及び診断基準又はそれに準ずるものをとりまとめる  

ことを目的とする。  

なお、研究の実施に当たっては、難治性疾患克服研究事業のこれまでの経験や知見を十分  

に活用するとともに、これまで実施してきた難治性疾患克服研究事業の研究班との連携を図  

るなど、効果的・効率的に研究を行い、結果として、当該疾患の研究の発展と、診療の確立  

・向上に資するものとすること。  

② 疾病の治療指針等の作成のための奨励研究  （22141001）  
研究を行おうとする疾患の診療に携わる研究者等が研究班を組織し、1年以内に患者数等  

の疾患に関する基本的なデータの収集、及び治療指針又はそれに準ずるものをとりまとめる  

ことを目的とする。  

なお、研究の実施に当たっては、難治性疾患克服研究事業のこれまでの経験や知見を十分  

24   



に活用するとともに、これまで実施してきた難治性疾患克服研究事業の研究班との連携を図  

るなど、効果的・効率的に研究を行い、結果として、当該疾患の研究の発展と、診療の確立   

・向上に資するものとすること。  

＜研究計画書を作成する際の留意点＞  

研究計画の提出に当たり、以下の点に留意すること。   

ア．「9．期待される成果」に、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期待される目  

標（特に（2）では、診断基準作成を目指すのか、治療のための指針の作成を目指すのか）  

と研究分野の長期的な目標とを別々に明記すること。   

イ．「12．申請者の研究歴等」について、より詳細に把握するため、以下の（ア）及び（イ）の項  

目に該当する論文（全文）の写しを添付した研究計画書を提出すること。欧文のものについ  

ては日本語要旨も添付すること。  

（ア）申請する課題に係る分野に特に関連するもの。  

（イ）申請者が第一著者、若しくは主となる役割を担ったもの。後者の場合はその簡潔な理  

由を添付すること。   

ウ．法律、各府省が定める省令・倫理指針等を遵守し、適切に研究を実施すること。   

エ．特に、研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等（Ⅱ応募  

に関する諸条件等（4）応募に当たっての留意事項オ．研究計画策定に当たっての研究倫理  

に関する留意点参照。）に規定する倫理審査委員会の承認が得られている（又はその見込み  

である）こと。各倫理指針等に基づき、あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の有無等に  

ついて患者又は家族に説明又は情報公開等し、必要に応じて文書等により同意を得ているこ  

と。  

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理  

的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。   

オ．研究を行おうとする疾患について、研究対象疾患名を明記し、患者数、疾患概念、原因と  

その解明状況、主な症状、主な合併症、主な治療、長期にわたる疾患の状況等を「研究奨励  

分野研究対象疾患概要」（別添様式5）に記入し、研究計画書に添付すること。  

※表1 臨床調査研究分野の疾患（130疾患）   

脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、モヤモヤ病（ウイリス動脈輪閉塞症）、正常圧   

水頭症、多発性硬化症、重症筋無力症、ギラン㌧バレー症候群、フィッシャー症候群、慢性炎   

症性脱随性多発神経炎、多巣性運動ニューロパテー（ルイス・サムナー症候群）、単クローン   

抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）、筋萎縮性側索硬化症、脊髄性筋萎縮症、球   

脊髄性筋萎縮症（Kennedy－AJter－Sung病）、脊髄空洞症、パーキンソン病、ハンテントン病、   

進行性核上性麻痔、線条体黒質変性症、ペルオキシソーム病、ライソゾーム病、クロイツフェ   

ルト・ヤコブ病（CJD）、ゲルストマン■ストロイスラー・シャインカー病（GSS）、致死性家   

族性不眠症、亜急性硬化性全脳炎（SSPE）、進行性多巣性白質脳炎（PML）、後縦靭帯骨化症、   

黄色靭帯骨化症、前縦靭帯骨化症、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、特発性ステロ   

イド性骨壊死症、網膜色素変性症、加齢性黄斑変性症、難治性視神経症、突発性難聴、特発性   

両側性感音難聴、メニエール病、遅発性内リンパ水腫、PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌   

異常症、ADH分泌異常症、中枢性摂食異常症、原発性アルドステロン症、偽性低アルドステロ   

ン症、グルココルチコイド抵抗症、副腎酵素欠損症、副腎低形成（アジソン病）、偽性副甲状   

腺機能低下症、ビタミンD受容機構異常症、TSH受容体異常症、甲状腺ホルモン不応症、再生不   

良性貧血、溶血性貧血、不応性貧血（骨髄異形成症候群）、骨髄線維症、特発性血栓症、血栓   

性血小板減少性紫斑病（TTP）、特発性血小板減少性紫斑病、［gA腎症、急速進行性糸球体腎炎、   

難治性ネフローゼ症候群、多発性嚢胞腎、肥大型心筋症、拡張型心筋症、拘束型心筋症、ミト  
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コンドリア病、Fabry病、家族性突然死症候群、原発性高脂血症、特発性問質性肺炎、サルコ   

イドーシス、びまん性汎細気管支炎、潰癌性大腸炎、クローン病、自己免疫性肝炎、原発性胆   

汁性肝硬変、劇症肝炎、特発性門脈圧冗進症、肝外門脈閉塞症、Budd－Chiari症候群、肝内結   

石症、肝内胆管障害、膵嚢胞線維症、重症急性膵炎、慢性障炎、アミロイドーシス、ベーチェ   

ット病、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋炎、シエーグレン症候群、成人ステイ   

ル病、高安病（大動脈炎症候群）、ビュルガー病、結節性多発動脈炎、り工ゲナー肉芽腫症、   

アレルギー性肉芽腫性血管炎、悪性関節リウマチ、側頭動脈炎、抗リン脂質抗体症候群、強皮   

症、好酸球性筋膜炎、硬化性萎縮性苔癖、原発性免疫不全症候群、若年性肺気腫、ランゲルハ   

ンス細胞組織球症、肥満低換気症候群、肺胞低換気症候群、肺動脈性肺高血圧症、慢性血栓塞   

栓性肺高血圧症、混合性結合組織病、神経線維腫症Ⅰ型（レツクリングハウゼン病）、神経線   

維腫症Ⅱ型、結節性硬化症（プリングル病）、表皮水痘症、膿癌性乾癖、天病癖、大脳皮質基   

底核変性症、重症多形溶出性紅斑（急性期）、リンパ脈管筋腫症（LAM）、進行性骨化性線維   

異形成症（FOP）、色素性乾皮症（XP）、下垂体機能低下症、クッシング病、先端巨大症、原   

発性側索硬化症、有赫赤血球を伴う舞踏病（有赫赤血球舞踏病）、HTLV－1関連脊髄症（HAM）   

先天性魚鱗癖様紅皮症、スモン   

※表2 平成22年度厚生労働科学研究費補助金公募要項（公募期間：平成21年11月9  
日～12月17日）において研究奨励分野で採択された疾患（以下の疾患については、研  
究計画書の記載内容から疾患名を抜粋したものであり、今後の研究の進捗等により疾患  

名の変更があり得る。）   

遺伝性ポルフィリン症、遺伝性急性進行型歯槽膿漏症候群、遺伝性出血性末梢血管拡張症（オ   

スラー病）遺伝性女性化乳房、遺伝性鉄芽球性貧血、遺伝性脳小血管病（CADASIL、CARAS［L）   

一過性骨髄異常増殖症、遠位型ミオパテー、家族性寒冷毒麻疹（FCAS）、家族性低マグネシウ   

ム血症（F日日NC）、家族性良性慢性天痘痕（Hailey－Ha＝ey病）、歌舞伎症候群、過剰運動（hyp   

ermobility）症候群類縁疾患、外リンパ療、外胚葉形成不全免疫不全症、褐色細胞腫、肝型糖   

原病、問質性膀胱炎、急激退行症（21トリソミ一に伴う）、急性大動脈症候群、筋型糖原病、   

筋チャネル病、筋強直性ジストロフィー、劇症1型糖尿病、血管新生黄斑症、血球貪食症候   

群、原発性リンパ浮腫、後天性血友病ⅩⅢ、好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎、好酸球性膿癌   

性毛包炎、高IgD症候群、高グリシン血症、高テロシン血症、骨形成不全症、再発性多発軟骨   

炎、細網異形成症、自己貪食空胞性ミオパテー、若年性特発性関節炎 （全身型）、周産期心   

筋症、重症・難治性急性脳症、小眼球（症）、症候性頭蓋縫合早期癒合症（クルーゾン／アペ   

ール／ファイファー／アントレー・ビクスラー症候群）、小児慢性腎臓病（CKD）、新生児一過   

性糖尿病（川DM）、新生児及び乳幼児の肝血管腫、新生児食物蛋白誘発胃腸炎様疾患   

（N－FPIES）、新生児糖尿病、進行性下顎頭吸収（PCR）、進行性心臓伝導障害（CCD）、腎性   

尿崩症、瀬川病、性分化異常症、成人型分類不能型免疫不全症（CVID）、脆弱X症候群、脊髄   

障害性痙痛症候群、脊柱変形に合併した胸郭不全症候群、先天性OT延長症候群、先天性筋無   

力症候群、先天性高インスリン血症、先天性赤芽球癖（Diamond Blackfan貧血）、先天性大脳   

白質形成不全症、先天性無痛症（HSAN4型、5型）、先天性両側小耳症・外耳道閉鎖疾患、   

先天性顆粒放出異常、先天白内障、早期再分極（earJy repo［arization）症候群、総排泄管残存   

症、多発性内分泌腫癌症、胎児仙尾部奇形腫、単純性潰癌／非特異性多発性小腸潰癌症、胆道   

閉鎖症、致死性骨異形成症、中性脂肪蓄積心筋血管症、中修一西村症候群、長鎖脂肪酸代謝異   

常症、低ホスファターゼ症、道化師様魚鱗癖、特発性角膜内皮炎、特発性局所多汗症、特発性   

周辺部角膜潰癌、那須ハコラ病、内臓錯位症候群、軟骨無形成症、難治性遺伝性不整脈、難治   

性川崎病、難治性血管腫・血管奇形（混合血管奇形など）、難治性脳形成障害症、難治性不育   

症、難治性慢性好酸球性肺炎、難治性慢性痔疹・皮膚掻痔症、難治頻回部分発作重横型急性脳   

炎、乳児ランゲルハンス組織球症、乳児期QT延長症候群、乳児特発性僧帽弁腱索断裂、肺静脈   

閉塞症、肺胞蛋白症、白斑、反復泡状奇胎、肥厚性硬膜炎、肥大性皮膚骨膜症、非もやもや病  
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小児閉塞性脳血管障害、封入体筋炎、芳香族アミノ酸脱炭酸酵素欠損症、慢性活動性EBウイル  

ス感染症、慢性偽性腸閉塞症、牟重病（紀伊ALS／PDC）、毛細血管拡張性小脳失調症（AT）、  

優性遺伝形式を取る遺伝性難聴、両側性蛸牛神経形成不全症、膠様滴状角膜変性症、鯉弓耳腎  

（BOR）症候群、アトピー性脊髄炎、アラジール（Alagilte）症候群、アレキサンダー病、ア  

ンジェルマン症候群（AS）、インターロイキン1受容体関連キナーゼ4（IRAK4）欠損症、ウェル  

ナー（Werner）症候群、ウオルフヒルシュホーン症候群、エーラスダンロス症候群、エマヌエ  

ル症候群、オビッツ三角頭蓋症候群、オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症、カルバミル  

リン酸合成酵素欠損症、コケイン症候群、コステロ症候群、コハク酸セミアルデヒド脱水素酵  

素欠損症、サクシニルーCoA：3－ケト酸CoAトランスフエラーゼ欠損症、ジストニア、シトリン欠  

損症、シヤルコー・マリー・トウース病、セピアプテリン還元酵素欠損症、ソトス症候群、テ  

ロシン水酸化酵素欠損症、トウレット症候群、ヌーナン症候群、パルデー・ピードル症候群、  

ビオチン代謝異常症、ピッカースタッフ型脳幹脳炎、フェニルケトン尿症、フックス角膜内皮  

変性症、プラダー・ウイリー症候群（PWS）、プロピオン酸血症、ベスレムミオパテー、ヘモ  

クロマトーシス、マリネスコーシエーゲレン症候群、マルフアン症候群、ミクリッツ病、メチ  

ルマロン酸血症、ヤング・シンプソン症候群、リンパ管腫、リンパ浮腫、レリーワイル症候  

群、ロイス・デイーツ症候群（LDS）、14番染色体父性片親性ダイソミ一関連疾患、22qll．2欠  

失症候群、DiGeorge（ディジョージ）症候群、Aicardi－Gouti色res 症候群（AGS）、Aicardi症  

候群、ATR－X（X連鎖αサラセミア・精神遅滞）症候群、Beckwith－Wiedemann症候群（BWS）、  

Brugada症候群、Calciphylaxis、Carney複合、CFC症候群、Charcot－Marie－Tooth病、CHARGE症  

候群、C［NCA症候群、CNP／GC－B系異常による新規骨系統疾患、EEC症候群、Ellis－Van Creveld  

症候群、GaIloway－Mowat 症候群、GorJin症候群、IgG4関連全身硬化性疾患、IgG4関連多臓器  

リンパ増殖性疾患（MOLPS）、Microscopic coIitis、Mowat－WiJson症候群、Muckle－Wells症候  

群（MWS）、Pelizaeus－Merzbacher病、Perry（ペリー）症候群、Rett症候群、Rubinstein－  

Taybi症候群、Shwachrnan－Diamond症候群、Silver－RusseII症候群（SRS）、TNF受容体関連周期  

性症候群（TRAPS）、Usher症候群、VATER症候群、VOn Hippel－Lindau病、Wolfram症候群、β－  

ケトチオラーゼ欠損症  

4．長寿・障害総合研究事業  

障害者対策総合研究事業   

＜事業概要＞  

障害保健福祉施策においては、障害者がその障害種別に関わらず、地域で自立して生活でき  

ることを目的として、総合的な支援が推進されている。本事業においては、（ア）身体■知的  

等障害分野、（イ）精神障害・神経・筋疾患分野の2分野において、身体障害、知的障害、精神  

障害及び障害全般に関するリハビリテーション等の適切な支援、障害の正しい理解と社会参加  

の促進方策、地域において居宅・施設サービス等をきめ細かく提供できる体制づくり等、障害者  

の総合的な保健福祉施策に関する研究開発を行うと共に、これらの障害を招く精神疾患、神経  

一筋疾患等についての、病因一病態の解明、効果的な予防、診断、治療法等の研究・開発に関  

する追加公募を行う。  

（ア）身体・知的等障害分野  

＜新規課題採択方針＞  

障害全般（原則として、身体及び知的障害を対象とする）について、治療からリハビリテ  

ーションに至る適切なサービス、社会参加の推進、地域における生活を支援する体制等に関  

する研究を実施する。ただし、（旧）障害保健福祉総合研究事業において現在実施中の課題  

と重複する課題は採択しない。  
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研究費の規模：1課題当たり 3，000 ～ 20，000千円程度（1年当たりの研究費）  

研究期間：1～3年  

新規採択予定課題数：2課題程度  

※ 原則として上記の研究課題数を採択するが、事前評価等の結果によっては採択を行  

わないことがある。  

＜公募研究課題＞  

【一般公募型】   

① 障害保健福祉施策堆進のための基盤的政策研究  （22170101）  
総合的な障害保健福祉施策を推進するため、従来の施策の検証や新たな施策の提案を行う、  

政策研究であること。  

＜身体・知的等障害分野の留意点＞  

研究計画書を作成する際は、次のとおりである。  

目標を明確にするため、上記の公募研究課題において、研究計画書の「9．期待される成  

果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社  

会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「10．研究計画・方法」に、年度  

ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の施策等への応用に至るエ程を含めた研  

究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること（様式自由）。  

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及  

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に  

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る  

ことに留意すること。  

（イ）精神障害／神経・筋疾患分野  

＜新規課題採択方針＞  

続合失調症を含む、精神障害に関わる諸問題と、様々な神経・筋疾患（難治性疾患克服研究   

事業の対象疾患は除く。）について、予防法の確立、診断技術、治療法の開発等に関して極め   

て先進的な技術を用いた研究、効果を確立するための周到な臨床研究、及びその成果を評価整   

理し、診療の質の向上に資する研究を実施する。  

研究費の規模：1課題当たり  

精神障害分野  10，000千円 ～ 30，000千円程度（1年当たりの研究責）  

神経・筋疾患分野   10，000千円 ～ 30，000千円程度（1年当たりの研究費）  

研究期間：1～3年  

新規採択予定課題数：5課題程度  

※原則として上記の研究課題数を採択するが、事前評価等の結果によっては採択を行わな  

いことがある。  

＜公募研究課題＞  

【一般公募型】  
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（精神障害分野）  

① 精神病の早期支援の効果の確立に関する臨床研究  （22171701）  
統合失調症等の精神病性障害の初回発症を早期に発見し、適切な医療一支援を提供できる   

体制を確立するために、若年人口における新規発症率等の疫学を明らかにするとともに、発   

症から2～5年の臨界期の患者やその家族等への標準的診療・支援方法、若年者やその家族   

等への啓発や相談支援手法を確立し、予後の改善・未治療期間短縮等の効果を検証する臨床   

研究であること。なお、サンプル、介入方法、評価手法などを含むプロトコールが諸外国の   

先行研究も踏まえ適切かつ周到に準備されていること。  

② 緊急に実態を把握し対策を講ずるべき精神疾患に関する研究   （22172201）  
精神疾患に関して、行政が緊急に対応すべき課題について研究を行うこととし、二次公募   

においては、以下の内容に限って採択する。   

ア）依存症の治療や支援、精神疾患の在宅・救急を含む地域医療、又は、医療観察法対象者  

の処遇（鑑定入院から社会復帰後までを含む）について、関係機関の連携・対応の実態、  

治療の効果等を調査分析し実践的な対応指針を開発する研究   

イ）発達障害者に対する長期的な追跡調査を踏まえ、幼児期から成人期に至る診断等の指針  

を開発する研究 

なお、平成22年度厚生労働科学研究費補助金公募要項（公募期間：平成21年11月9日～12   

月17日）において公募を行った他の課題と一致するものについては対象としない。  

（神経・筋疾患分野）   

○ 緊急に実態を把握し対策を講ずるべき神経・筋疾患等に関する研究  

（22172601）  
緊急に対応すべき神経・筋疾患等に関する研究であること。ニ次公募においては、以下の  

内容に限って採択する。慢性の痛みを伴う神経・筋疾患について、実態を把握し、治療法の  

開発・確立、疫学等、行政施策に資する研究であること。課題の採択に際して、研究として  

の重要性、公衆衛生的・臨床的意義、他研究との重複の有無などを評価する。  

＜精神障害／神経・筋疾患分野全体の留意点＞  

研究計画書の提出に当たっては、以下の点に留意すること。   

ア．目標を明確にするため、上記の応募研究課題において、研究計画書の「9．期待される成  

果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社  

会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「10．研究計画■方法」に、年度  

ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療等への応用に至るエ程を含めた研  

究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること（様式自由）。  

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及  

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に  

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る  

ことに留意すること。   

イ．法律、各府省が定める省令・倫理指針等を遵守し、適切に研究を実施すること。   

ウ．特に、研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等（Ⅱ応募  

に関する諸条件（4）応募に当たっての留意事項オ．研究計画策定に当たっての研究倫理に  

関する留意点参照。）に規定する倫理審査委員会の承認が得られている（又はその見込みで   

ある）こと。各倫理指針等に基づき、あらかじめ、研究の内容、乗用及び補償の有無等につ  

いて患者又は家族に説明又は情報公開等し、必要に応じて文書等により同意を得ていること。  
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また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理   

的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。  

エ．介入を行う臨床研究であって、侵襲性を有するものを実施する場合には、臨床研究に関す   

る倫理指針の規定に基づき、あらかじめ、登録された臨床研究計画の内容が公開されている   

データベースに当該研究に係る臨床研究計画を登録すること。なお、事業実績報告書の提出   

時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付すること。  

5．感染症対策総合研究事業  

エイズ対策研究事業   

＜事業概要＞  

わが国における新規HIV・AID S患者報告数は昭和59年のサーベイランス開始以降、  

依然として増加が続いており、平成20年のHIV感染者報告数はl，126件、AIDS患者報告  

数は431件と、昨年に引き続き過去最高となり予断を許さない状況にある。早期検査と早期医  

療の機会提供を促進すると共に、予防対策を人権等に配慮しつつ、積極的に推進する必要が  

ある。  

また、地域拡散の傾向が示されており、各自治体にあっては、性感染防止や、早期発見、  

早期治療に向けて具体的な対策を進める必要がある。  

平成9年からの多剤併用療法（HAA R T）の開発により、HIV・AID Sは「不治の特  

別な病」から「コントロール可能な一般的な慢性感染症」に移りつつあるとはいえ、根治的治  

療法や予防薬がない疾患であることから常に最新の治療法の開発、治療ガイドラインの作成  

や、社会的側面や政策的側面にも配慮した医学的■自然科学的研究等、エイズに関する基礎、  

臨床、社会医学、疫学等の研究を総合的に推進する必要がある。また、平成8年のHIV訴訟  

の和解を踏まえた恒久対策の一環として、人権に配慮しつつ予防と医療の両面におけるエイズ  

対策研究の一層の推進を図るものである。  

このような状況の中、平成柑年度の「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針   

（以下、エイズ予防指針）」の改正を踏まえ、今後のエイズ対策の方向性の実現に資する研究  

を優先的に採択する。（「エイズ予防指針の見直し検討会報告書（http：／／www．mh（w．go．Jp／  

Shingi／2005／06／sO613－5b．htnlf）」を参照。）  

＜新規課題採択方針＞  

HIV・AID Sに関する臨床医学の分野において新規課題を公募する。  

研究費の規模：1課題当たり 20，000千円 ～ 50，000干円程度（1年当たりの研究費）  

研究期間：1～3年  

新規採択予定課題数：1課題程度  

※ 原則として上記の研究課題数を採択するが、事前評価等の結果によっては採択を行わ  

ないことがある。  

＜公募研究課題＞   

【一般公募型】  

臨床医学のうち次に掲げるもの  

0 漢方等を利用した、HIV感染症とその合併症及びQO L改善に関する研究  

（22190401）  
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漢方等を利用して免疫機能の改善を図り、H T V・AIDS患者に対する治療効果を検証  

し、QO Lの改善の可能性を検討する研究であること。  

＜エイズ対策研究事業全体の留意点＞  

研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。   

ア．「9．期待される成果」に、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期待される成  

果と、研究分野の長期的な成果（目標）とを別々に示すこと。   

イ．「12．申請者の研究歴等」について、より詳細に把握するため、以下の（ア）及び（イ）の項  

目に該当する論文（全文）を添付した研究計画書を提出すること。外国語文のものについて  

は、日本語の要旨も添付すること。  

（ア）申請する課題に係る分野に特に関連するもの。  

（イ）申請者が第一著者、若しくは主となる役割を担ったもの。後者の場合はその簡潔な理  

由を添付すること。   

ウ．研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及び事後  

評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合にはその  

理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得ることに  

留意すること。  

6．健康安全・危機管理対策総合研究事業   

＜事業概要＞  

近年、大規模な自然災害の発生や新型インフルエンザの感染拡大など生命や健康を脅かす健  

康危機への国民の関心が増大している。また、国民が健康で安心した生活をしていくためには、  

水、食品、建築物、生活衛生など安全な生活環境の質の維持・向上が必要である。国民の健康  

と快適な生活環境を守り、健康危機による被害の発生や拡大を防ぐためには、平時からの準備  

と発生時における的確な対処が不可欠である。なかでも、迅速かつ適切に対応できる体制を確  

保することや情報を共有し活用すること等については、より効果的な体制整備を行う必要があ  

る。  

本研究事業では、生活環境安全対策研究分野（建築物や生活衛生関係営業（「生活衛生関係  

営業の運営の適正化及び振興に関する法律」（昭和32年法律第164号）に規定する理容業、美  

容業、クリーニング業、旅館業、公衆浴場業、興行場営業、飲食店営業等）等の生活衛生に起  

因する健康危機の未然防止及び適切な対応等に関する研究）における研究について追加公募す  

る。  

＜新規課題採択方針＞  

生活環境安全対策研究分野  

生活衛生関係営業に関係する生活衛生については、その適切な保持が行われない場合、（か  

短時間に重症の健康被害が大量に発生する、②同時期に複数の者が非特異的な健康被害を訴  

える、③早期に対応がなされないと、危機的状況を招く恐れがある等、健康危機管理に直結  

するものであり、これらの健康危機の未然防止及び発生時に備えた準備及び発生時の適切な  

対応等に関する研究を推進する必要がある。  

そこで、生活衛生関係営業における衛生的環境の確保に関する研究を採択する。  

研究費の規模 ：1課題当たり 15，000千円 ～ 25，000千円程度（1年当たりの研究費）  

研究期間    2～3年程度  
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新規採択課題数：1課題程度  

※ 原則として上記の研究課題数を採択するが、事前評価等の結果によっては採択を行わな   

いことがある。  

＜公募研究課題＞   

生活環境安全対策研究分野  

【一般公募型】   

○ 公衆浴場等におけるレジオネラ属菌対策を含めた総合的衛生管理手法に関する研究  

（22261001）  
課題採択に当たっては、公衆浴場等において問題となるレジオネラ属菌に対するより有用   

で、迅速な検査方法の確立・周知を図り、培養法等の検査方法の精度管理、浴槽水の消毒方   

法、検体採取における問題点等の明確化を行うこと。また、公衆浴場等の総合的な衛生管理  

手法を検討する研究を優先する。  
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＜公募研究事業計画表＞  

年月   （研究者）  厚生労働省）  研究  
評価   

22．4  ホームページの確認 ←究課題等の公募（ホームペ  

～5  

l研究計画書の作成・提出 →究計画書の受付・審査 

前評価委員会の開催 

22．7  
研究課題の決定 ←国庫補助通知 

≡  
次官通知  

～8  
研  

交付申言書の作成・提出 青書の受  

所属施設長の承諾書）  

圭交付決定通知 
大臣通知  

の受領 ←補助金の交付 

究  

期  

間   

23．1  3年度継続申請に係るl頂評価委員会の開催Il    研究計画書の作成・提出．（必要に応じて開催）  ≡  

業実績報告書及び研究報告書績楷書  

23．5  の作成・提出 至の受付・審査   

言事後評価委員会の開催 

如金確副 金の確定通知 

宣  

大臣通知  

l支出証拠書類の保存（5年間）l   
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Ⅵ．補助対象経費の単価基準額一覧表   

1． 人件費等  

（1）非常勤職員手当  （単位：円）  

対象となる研究   対 象 期 間  単 価   摘  要   

厚生労働科学研究費補助金取  1か月当たり  Aランク  博士の学位を取得後、国内外の研   
扱細則（平成10年4月9日  345．000  究機関で実績を積み、かつ、欧文   
厚科256号厚生科学課長決  誌等での主著が数件ある研究者、   
定）別表第1、1（1）に掲  又はこれと同等の研究能力を有す   
げる研究  る者  

Bランク  

298．000   
と同等の研究能力を有する者  

Cランク  

266，000   

Dランク  

213，000   

Eランク  

195，000   

（注）その者の資格、免許、研究に従事した年数、職歴等を踏まえ、試験研究機関等及び法人が  
定めている単価との均衡に配慮し決定するものとする。  

雇用者が負担する保険料とする。  

国家公務員に準ずる。（通勤手当の支給額等を参照）  

国家公務員に準ずる。（住居手当の支給額等を参照）  

国家公務員に準ずる。（扶養手当の支給額等を参照）  

国家公務員に準ずる。（地域手当の支給額等を参照）  

（2）保 険 料  

（3）通勤手当  

（4）住居手当  

（5）扶養手当  

（6）地域手当  
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2．諸 謝 金  （単位：円）  

用 務 内 容  職  種  対象期 間  単   価   摘  要   

定形的な用務  師   14，100  医師又は相当者  

を依頼する場  
A  大学（短大を含む）卒業者又は専門  

1日当たリ       技 術 者  7，800   技術を有する者及び相当者  

研究補助者  6，600  そ の 他   

講演、討論等  授   8，100  教授級以上又は相当者  

研究遂行のう  

えで学会権威  6，200  准教授級以上又は相当者  

者を招へいす  り  

る場合．   講  師  5，300  講師級以上又は相当者   

治験等のため  1回当たり   1，000  治験、アンケート記入などの研究協力   

の研究協力謝  程度  謝金については、協力内容（拘束時間   

金  等）を勘案し、常識の範囲を超えない  

妥当な単価を設定すること。なお、謝  

晶として代用することも可（その場合  

は消耗品費として計上すること）。   

3．旅  費・・・国家公務員の旅費に関する法律に準ずる（旅費に係る単価表を参照）  

4．会 議 費・・・1人当たり1，000円（昼食をはさむ場合は、2，000円）を基準と  

する。  

5．会場借料・・・50，000円以下を目安に実費とする。  

6．賃  金・・・8．300円（1日当たり＜8時間＞）を基準とし雇用者が負担する保険  

料は別に支出する。  

人夫、集計・転記・資料整理作業員等の日々雇用する単純労働に服する者  

に対する賃金。  

注）一日において8時間に満たない時間又は8時間を超えた時間で賃金を支出する場合に  

は1時間あたり1，030円で計算するものとする。  

35  

「「認   



通 勤 手 当 の 支 給 額 等  

通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする研究者、自動車  

等を使用することを常例とする研究者及びこれらを併用することを常例とする研究者に支給さ  

れる手当とする。  

1 交通機関の利用者  

運賃等相当額。ただし、運賃等相当額が1箇月につき55，000円を超える場合は、   

1箇月につき55．000円とする。  

2 自動車等の使用者  

使用距離に応じ次表に掲げる額（ただし、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に  

満たない場合は、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額）  

（単位：円）  
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住 居 手 当 の 支 給 額 等  

居住するための住宅を借り受け、一定額（12，000円）を超える家賃若しくは間代を支  

払っている研究者又は自宅に居住する世帯主である研究者に支給する手当とする。  

1 研究者が居住する借家・借問に対する支給額  

（1）月夜23，000円以下の家賃を支払っている研究者  

家賃額－12，000円（100円未満切捨）  

（2）月親23，000円を超え、55，000円未満の家賃を支払っている研究者  

（家賃額－23，000円）×1／2＋11，000円（100円未満切捨）  

（3）月額55，000円以上の家賃を支払っている研究者  

27，000円  

2 配偶者等の居住する借家t借間に対する支給額  

単身赴任の研究者で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に配偶者が   

居住し、月額12，000円を超える家賃を支払っている研究者の場合「1 研究者が居住   

する借家・借間に対する支給額」により算出される額の2分の1の額（百円未満切捨）とす   

る。  
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扶 養 手 当 の 支 給 額 等  

扶養親族のある研究者に支給される手当とする。  

1 扶養親族の要件  

次に掲げる看で、他に生計の途が無く、主として研究者の扶養を受けている者。なお、配   

偶者以外の扶養親族は重度心身障害者を除き、血族又は法定血族に限る。  

（1）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）  

（2）満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫  

（3）満60歳以上の父母及び祖父母  

（4）満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹  

（5）重度心身障害者  

ただし、次の者は扶養親族とすることができない。   

①研究者の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手  

当の支給の基礎となっている者  

（∋年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者  

2 支給額  

（1）上記1（1）の配偶者  ：月額13，000円  

（2）上記1（2）から（5）の扶養親族  ：月額 6，500円  

ただし、研究者に配偶者がない場合の支給額については、  

そのうち一人につき  ：月額11，000円  

（3）満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31  

日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる場合の支給額は、2（2）の規  

定に かかわらず、5．000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た  

額を2（2）の規定による額に加算した額とする。  
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地 域 手 当 の 支 給 額 等  

当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して下記に定  

める地域に在勤する研究者に支給される手当とする。  

1 地域手当の月額は、非常勤職員手当及び扶養手当の月額の合計額に、次に定める支給地域   

別支給割合を乗じ得た額とする。  

2 支給地域別支給割合  

※下表の支給地域等欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市、  

町または特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名  

称の変更またはそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。  

支 給 割 合   支  給  地  域 等   

百分の十八   東京都のうち 特別区   

茨城県のうち  取手市  
百分の十五  

埼玉県のうち  和光市  

千葉県のうち  成田市 印西市  

東京都のうち  武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市  

清瀬市 多摩市 稲城市 西東京市  

神奈川県のうち 鎌倉市 厚木市  

大阪府のうち  大阪市 守口市 門真市  

兵庫県のうち  芦屋市   

茨城県のうち  つくば市  
百分の十二  

埼玉県のうち  さいたま市 志木市  

千葉県のうち  船橋市 浦安市 袖ヶ浦市  

東京都のうち  八王子市 立川市 府中市 昭島市 調布市 小平市  

日野市  

神奈川県のうち 横浜市 川崎市 海老名市  

愛知県のうち  名古屋市 刈谷市 豊田市  

大阪府のうち  吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 高石市  

兵庫県のうち 西宮市宝塚市  

奈良県のうち  天理市   
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茨城県のうち  

埼玉県のうち  

千葉県のうち  

水戸市 土浦市 守谷市  

鶴ヶ島市  

千葉市 市川市 松戸市 富津市 四街道市  

東京都のうち  三鷹市 青梅市 東村山市 あきる野市  

百分の十  

神奈川県のうち 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市  

愛知県のうち  

三重県のうち  

豊明市  

鈴鹿市  

大津市 草津市  

京都市  

豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市  

神戸市、尼崎市  

奈良市 大和郡山市  

広島市  

福岡市  

滋賀県のうち  

京都府のうち  

大阪府のうち  

兵庫県のうち  

奈良県のうち  

広島県のうち  

福岡県のうち  

宮城県のうち  

茨城県のうち  

栃木県のうち  

埼玉県のうち  

仙台市  

日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市  

宇都宮市  

川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市  

東松山市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 三郷市  

茂原市 佐倉市 柏市 市原市 白井市  

平塚市 秦野市  

甲府市  

静岡市 沼津市 御殿場市  

瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市  

津市 四日市市  

守山市 栗東市  

宇治市 亀岡市 京田辺市  

河内長野市 和泉市 羽曳野市 藤井寺市  

伊丹市 三田市  

大和高田市 橿原市  

百分の六  

干葉県のうち  

神奈川県のうち  

山梨県のうち  

静岡県のうち  

愛知県のうち  

三重県のうち  

滋賀県のうち  

京都府のうち  

大阪府のうち  

兵庫県のうち  

奈良県のうち  
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北海道のうち  

宮城県のうち  

茨城県のうち  

栃木県のうち  

群馬県のうち  

埼玉県のうち  

札幌市  

名取市 多賀城市  

龍ヶ崎市 筑西市  

鹿沼市 小山市 大田原市  

前橋市 高崎市 大田市  

熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 久喜市  

坂戸市 比企郡鳩山町 北埼玉郡北川辺町 北葛飾郡栗橋町  

北葛飾郡杉戸町  

野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡酒々井町  

印旛郡栄町  

干葉県のうち  

東京都のうち  

神奈川県のうち  

富山県のうち  

石川県のうち  

福井県のうち  

長野県のうち  

岐阜県のうち  

静岡県のうち  

武蔵村山市  

小田原市 三浦市  

富山市  

金沢市  

福井市  

長野市 松本市 諏訪市  

岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市  

浜松市 三島市 富士宮市 富士市  磐田市 焼津市  

掛川市 袋井市  

豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市  

安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市  

愛酉市 弥富市 西春日井郡豊山町 西加茂郡三好町  

桑名市 名張市 伊賀市  

彦根市 長浜市  

向日市 相良郡木津町  

柏原市 泉南市 四篠畷市 交野市 阪南市 泉南郡熊取町  

泉南都田尻町 南河内郡太子町  

姫路市 明石市 加古川市 三木市  

桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡斑鳩町 北葛城郡王寺町  

和歌山市 橋本市  

岡山市  

廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町  

周両市  

高松市  

筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市  

糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町  

愛知県のうち  

三重県のうち  

滋賀県のうち  

京都府のうち  

大阪府のうち  

兵庫県のうち  

奈良県のうち  

和歌山県のうち  

岡山県のうち  

広島県のうち  

山口県のうち  

香川県のうち  

福岡県のうち  
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旅 費 に 係 る 単 価 表   

（国内旅費）  

1．鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。   

2，日当及び宿泊料  （単位：円）  

宿 泊 料  
職  名   日 当  国家公務員の場合の該当■号俸  

甲 地  乙 地   

教授又は相当者   3，000  14，800  13，300  指定職のみ（原則使用しない）   

医（－）  3級 1号俸以上  

教授、准教授   2，600  13，100  11，800            研  5級 1号俸以上   

医（→）  2級  
1級13号俸以上  

講師、助手、技師又は   研  4級、3級   
相当者  2，200  10，900  9．800  2級25号俸以上   

医（－）   1級12号俸以下  

研  2級24号俸以下  
上記以外の者   1，700  8，700  7，800  1級   

注）  

表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地（車中泊を含む）とは、甲地以外の地域をい  
う。  

さいたま市  

千葉市  
特別区（23区）  
横浜市、川崎市  
名古屋市  

京都市  

大阪市、堺市  
神戸市  

広島市  

福岡市  

県
県
都
県
県
府
府
県
県
県
 
 

玉
葉
京
創
知
都
阪
庫
島
岡
 
 

埼
千
乗
神
愛
京
大
兵
広
福
 
 

C
 
d
 
e
 
f
 
g
 
h
・
－
・
l
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（外国旅責）  

1 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。  

2 日当及び宿泊料  （単位：円）  

日 当 及 び 宿 泊 料  
職  名  国家公務員の場合の該当・号俸  

指定都市  甲地方  乙地方  丙地方   

教授又は相当者  日当  

宿泊料   

日当  3級 1号俸以上  
教授、准教授  

宿泊料   5級 1号俸以上   

医（t）  2級  
日当  1級13号俸以上  

講師、助手、技  
師又は相当者  宿泊料   4級、3級  

2級25号俸以上   

医（－）   1級12号俸以下  
日当  

上記以外の者  研  2級24号俸以下  
宿泊料   1級   

注）指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する   
法律に準ずる。  
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